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　−創作非容易性の判断− ………………… ⑴

【事案の概要】
　本件の被告は、意匠に係る物品を「箸の持ち方矯
正具」とする本件意匠登録（意匠登録第1406731号）
の意匠権者である。原告が、本件意匠は創作容易で
あり意匠法３条２項の規定に違反することを理由に
意匠登録無効審判を請求したが、「請求は、成り立
たない。」との審決がされ、その取消しを求めたと

ころ、請求は棄却され審決が維持された事案である。
（以下、アンダーラインは筆者が記載したものであ
る。）

【審決の要旨】
　審決は、本件意匠と引用意匠１ａ（符号15及び
17c）及び１ｂ（符号13及び17a）との対比について、
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以下のとおり認定した。
「ア　物品について
　本件意匠は、箸の持ち方を矯正するものとして、
箸に適宜着脱して使用することができる、薬指用の
構成部品Ａと人差し指用の構成部品Ｂで一対とした
箸の持ち方矯正具という物品であるのに対して、引
用意匠１ａ及び１ｂは、スプーン及びフォークとし
ても使用することができる箸という物品の部品であ

り、親指用、人差し指用、中指用の３つある中から
親指用を引用意匠１ａ、人差し指用を引用意匠１ｂ
としたものである。
イ　形態について

（ア）　共通点
①　全体の基本的構成態様について、どちらの部

品も、筒状体の取付部と環状体のリング部から
なり、取付部の側面にリング部を立設させて結
合したものである。

②　リング部の全体形状について、どちらの部品
も、外周を細幅帯状とする、やや肉厚の略円環
状体としたものである。

（イ）　相違点
（a）　取付部の全体形状について、本件意匠は、

どちらの部品も、全長が幅よりも少し長い、や
や肉厚の略正四角筒状体としたものであるのに
対して、引用意匠１ａ及び１ｂは、全長が直径
よりも少し長い、やや肉厚の略円筒状体とした
ものである。要するに、取付部を略正四角筒状
体としたか、それとも略円筒状体としたか、と
いう相違である。

（b）　リング部の直径の大きさについて、本件意
匠は、どちらの部品も、取付部の幅の約２倍と
したものであるのに対して、引用意匠１ａにつ
いては取付部の直径の約３倍、引用意匠１ｂに
ついては約２倍としたものである。

（c）　取付部とリング部との結合部の態様につい
て、本件意匠は、どちらの部品も、リング部の
外側が取付部にめり込むような態様としたもの
であるのに対して、引用意匠１ａについては、
取付部の外周とリング部の外周とが接するよう
な態様としたものであり、引用意匠１ｂについ
ては、結合部を確認することができず不明であ
る。

（d）　取付部に対するリング部の向きについて、
本件意匠は、構成部品Ａについては、リング部
の孔の中心線の方向が、取付部の孔の中心線の
方向と直交する向きとし、構成部品Ｂについて
は、同２つの方向を概略同方向としつつも、左
右方向に少し、上下方向にも少し、傾けたもの
であるのに対して、引用意匠１ａについては、
リング部の孔の中心線の方向が、取付部の孔の
中心線の方向と概略直交する向きとしつつも、
左右方向に少し傾けたものであり、引用意匠１
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